
 

（別添１） 

令和７年度新宿御苑における高付加価値魅力向上事業を実施するにあたり

遵守すべき事項 
 

②  園内は全面禁煙とする。 

② 新宿御苑は国民公園であることの特性を考慮し、品位ある運営のもと、利用者のニ

ーズ把握、良質なサービスの維持向上を常に怠らず、広く利用者への便宜を図らなけ

ればならない。また、清潔な環境維持に努めること。 

③ 以下の行為をしてはならない。 

・アルコール類の持込み 

・動植物の採取・傷める行為、動植物の持込み及びエサやり 

・園内の芝生や樹木を傷める行為（例えばサッカーのスパイクで芝生の上を走るこ

となど） 

・ペットの持込み（ただし、身体障害者補助犬は可） 

・商用撮影（事業に必要な撮影は除く） 

・音量が大きい楽器や音響機器等の使用（※騒音にならない程度の音響等の使用は

認める。） 

・ごみの投げ捨て 

・その他新宿御苑管理事務所から直接指示のあった行為 

④ 高付加価値魅力向上事業（以下「事業」という。）実施のため、屋外に物を設置する

場合は景観に配慮すること。なお設置箇所等については事前に新宿御苑管理事務所に

相談すること。 

⑤ 物品や飲食物等を販売・提供する場合 

・新宿御苑管理事務所長とあらかじめ協議し、許可が出た物に限ること。 

・調達食材の安全性には十分留意し、可能な限り国産食材の使用に努めること。 

・衛生管理及び安全管理については十分な体制を整備し、事業者が全て責任を負う

こと。 

⑥ 事業運営管理事業者（以下「事業者」という）は、事業実施時の園内の秩序を保つ

ために万全を期すこと。なお、事業実施前には必ず園内の安全確認を行うこと。 

⑦ 事業者は、園内で異常が発生した場合は、遅滞なく新宿御苑管理事務所に連絡する

こと。 

⑧ 園内の維持管理・整備等のため、園内施設の一部若しくは全部が供用できなくなる

場合がある。その場合、新宿御苑管理事務所から事前に連絡する。 

⑨ 新宿御苑管理事務所長が事業者に対して事業運営について改善を求めた場合は、そ

の求めに適切に対応すること。 

⑩ 新宿御苑で実施される公的な行事及び新宿御苑管理事務所が開催を認めた行事に

利用する場合は、事業者は可能な限り協力すること。 

⑪ 事業者が入園門等の鍵の解錠・施錠を行うこと。また、新宿御苑管理事務所より貸

出した鍵は事業者が適切に管理すること。 

⑫ 事業者はスタッフ全員に新宿御苑の園内施設や利用規則等を熟知させ、入園者に満

足なサービスが提供できるよう務めなければならない。 

⑬ 事業に携わる従業員の身元保証、健康管理、就業及び労務について、事業者はその

責任を負うこと。 


